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支
那
の
思
想
界
は
泰
秋
戦
剛
の
時
代
に
於
い
て
一
大
躍
進
を
途
け
、
諮
子
百
家
の
輩
出
す
る
あ
り
て
濫
に
思
想
界
全

碓
期
と
も
云
ふ
べ
き
で
あ
っ
た
。

凡
そ
民
族
の
思
想
は
塔
の
生
活
か
ら
生
れ
川
る
も
の
で
あ
り
、
同
民
族
の
思
想
に
も
時
代
に
よ
っ
て
鍵
化
が
あ
り
、

特
異
性
が
あ
る
が
、
之
と
て
も
そ
の
生
活
欣
態
の
鍵
化
推
移
、
理
施
の
然
ら
し
む
る
所
で
あ
る
。
今
春
秋
戦
剛
時
代
の

諸
子
の
起
源
を
見
る
に
、
洪
諜
蕊
文
志
に
は
之
に
就
き
、
僻
家
は
司
徒
之
宙
、
逝
家
は
史
官
、
法
家
は
邪
汀
、
共
他
、

陰
陽
家
、
名
家
、
鵬
家
、
縦
横
家
、
靴
家
、
災
家
、
小
説
家
等
を
架
げ
て
拷
王
宙
よ
り
川
づ
と
し
て
ゐ
る
が
、
胡
適
は

「
先
奏
に
於
け
る
王
遁
諭
の
展
開
」
一
六
九

可
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王
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’
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四
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赤
秋
の
世
は
郷
の
隆
公
元
年
に
始
ま
り
哀
公
十
四
年
に
至
る
時
代
で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
周
の
滅
亡
ま
で
を
戦
岡
時
代

と
云
ひ
、
そ
の
間
狂
に
四
百
七
十
餘
年
で
、
周
の
封
建
制
度
が
崩
壊
し
始
め
て
、
飛
主
専
制
政
治
に
移
る
過
渡
期
に
餅

覆
Ｃ
Ｏ
叩
‐
・

春
秋
の
初
期
に
於
い
て
既
に
郷
、
術
、
宋
、
鄭
、
齊
、
晋
、
案
、
楚
の
如
き
は
各
堂
近
隣
の
小
國
を
併
呑
し
て
相
當

「
先
奏
に
於
け
る
王
道
論
の
展
開
」
一
七
○

そ
の
誤
謬
な
る
こ
と
を
術
論
し
、
之
を
沈
代
船
考
の
附
禽
の
説
と
な
し
、
准
南
要
略
の
諸
家
起
源
の
記
事
を
引
川
し
，

彼
自
か
ら
も
亦
老
恥
，
孔
正
よ
り
韓
非
に
至
る
諸
家
は
皆
．
仙
の
混
乱
を
変
へ
て
、
之
を
救
済
せ
ん
と
老
へ
た
も
の
で

あ
る
が
故
に
、
其
の
學
は
特
時
仙
に
唯
じ
て
生
れ
た
も
の
で
あ
り
、
王
宙
に
は
何
等
開
す
る
所
無
し
と
云
っ
て
ゐ
る
が

（
註
）
正
に
街
を
得
た
も
の
と
云
ふ
く
く
、
諸
子
の
鰹
は
衿
非
秋
戦
國
の
時
勢
仙
愛
の
所
産
に
外
な
ら
ぬ
も
の
で
あ

る
。
就
中
注
目
さ
れ
る
の
は
僻
家
と
法
家
で
あ
る
。
一
は
帝
王
の
學
と
し
て
専
ら
飛
主
の
仁
政
を
説
き
、
他
は
法
治
至

上
主
義
を
咄
へ
て
淌
閲
平
天
下
を
識
じ
た
。
王
道
耐
は
孟
子
、
布
子
に
よ
っ
て
主
咄
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
孔
子
の

徳
治
主
義
、
尚
古
主
義
の
延
瀝
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
複
雑
な
る
戦
隅
の
時
勢
の
進
展
と
共
に
、
瑚
道
と
の

關
係
に
於
い
て
鍵
化
し
て
行
く
。
本
論
で
は
こ
の
王
逝
諭
の
展
開
を
眺
め
て
見
た
い
と
恩
ふ
の
で
あ
る
が
、
先
づ
節
一

に
、
王
道
論
の
發
生
と
展
開
を
誘
發
し
た
春
秋
戦
阿
時
代
の
概
況
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

（
註
）
胡
辿
文
存
、
繼
二
、
諸
子
不
出
於
王
宮
論

二
、
春
秋
戦
國
の
世



9

の
勢
力
諾
有
し
、
中
に
も
楚
は
遥
か
南
方
に
在
り
、
周
王
に
封
ぜ
ら
れ
て
、
そ
の
威
力
下
に
あ
っ
た
周
の
封
建
諸
侯
で

な
か
っ
た
こ
と
は
、
封
建
制
度
の
影
響
を
受
く
る
こ
と
極
め
て
少
な
く
、
人
怖
習
俗
も
亦
北
方
の
そ
れ
と
趣
ぞ
異
に
し

た
が
故
に
、
急
躍
の
進
歩
一
を
見
せ
て
周
室
及
び
中
原
の
諸
剛
の
一
大
敵
國
と
な
っ
た
。
次
に
晋
、
案
は
共
に
邊
境
に
あ

っ
て
文
化
の
程
度
の
低
か
っ
た
こ
と
は
、
反
っ
て
恋
制
度
、
特
に
封
建
制
度
の
束
縛
を
受
く
る
こ
と
少
な
く
、
新
發
展

新
建
設
の
自
曲
を
右
し
、
案
は
黄
族
の
剛
も
無
く
飛
椛
は
極
め
て
順
調
に
發
展
し
、
汗
も
献
公
以
来
、
同
姓
異
姓
の
貴

族
の
減
亡
少
な
か
ら
ず
、
丈
・
公
に
到
り
て
制
度
上
の
一
大
改
革
を
行
ひ
，
案
と
共
に
漸
次
強
大
と
な
っ
た
。
唯
黄
河
下

流
地
域
の
魯
、
術
、
末
、
鄭
等
は
歴
代
の
犬
宗
族
の
後
喬
拷
此
の
地
に
集
ま
り
、
數
代
の
文
化
を
蓄
祇
し
て
妓
も
文
化

の
高
か
っ
た
闘
溌
で
あ
っ
た
が
、
阿
勢
苅
弱
な
る
上
に
川
の
曜
制
は
完
全
に
保
有
さ
れ
て
、
封
建
の
制
度
か
ら
離
れ
得

な
か
っ
た
。
齊
は
桓
公
立
ち
て
管
仲
を
相
と
し
、
そ
の
策
に
よ
っ
て
特
殊
な
發
逹
を
途
け
、
一
種
の
中
央
集
権
制
度
を

創
始
し
て
北
方
に
於
け
る
一
大
雄
幽
を
形
成
し
、
中
原
の
諸
候
と
命
蝿
し
て
珊
者
と
な
り
、
南
は
楚
の
中
原
佼
略
に
對

し
、
北
は
北
狄
、
西
戎
の
侵
入
に
對
し
て
周
室
孝
一
謎
り
尊
王
撰
爽
を
咄
へ
た
が
、
桓
．
公
の
死
後
は
五
公
子
の
手
あ
り
齊

の
覇
業
も
敗
れ
て
悪
が
之
に
代
っ
た
。

春
秋
の
中
欧
は
之
等
封
建
諦
閏
の
手
湖
時
代
の
初
期
で
あ
り
、
先
づ
汗
楚
の
播
抗
か
ら
始
ま
る
。
悪
は
文
公
の
時
，

齊
、
宋
等
と
共
に
楚
軍
を
城
縦
に
破
り
、
癖
に
代
っ
て
珊
軒
と
な
り
愈
王
捜
爽
の
淀
を
畢
け
た
が
、
文
公
の
死
後
は
桓

公
、
文
・
公
の
如
き
眞
の
湖
者
な
く
列
図
は
互
に
羽
を
謡
っ
て
、
そ
の
新
興
勢
力
を
學
げ
て
戦
っ
た
鮪
に
、
戦
争
の
規
棋

も
漸
次
擴
大
さ
れ
，
日
数
も
長
期
に
瓦
〃
從
っ
て
戦
柵
の
惨
も
次
第
に
激
し
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

「
先
葵
に
於
け
る
王
道
論
の
展
開
」
一
七
一
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、

の
國
家
組
織
よ
り
大
祓
御
組
織
を
形
成
す
る
に
到
っ
た
が
爲
に
、
秩
序
維
持
の
工
典
と
し
て
法
律
の
力
を
籍
ら
ざ
る
を

得
ぬ
。
第
二
に
貧
富
階
級
の
懸
陥
既
に
雀
だ
し
く
、
貴
族
の
審
侈
は
Ｒ
に
願
り
、
小
民
の
生
活
は
極
め
て
閲
窮
せ
る
も

の
が
あ
っ
た
が
故
に
、
法
を
犯
す
者
多
く
、
國
家
は
途
に
雌
刑
峻
法
を
川
ひ
る
必
要
に
辿
ら
れ
た
も
の
で
、
鄭
の
刑
書

（
変
公
三
十
年
）
、
晋
の
鼎
刑
（
昭
公
二
十
九
年
）
の
制
定
か
見
ら
れ
る
。

思
想
方
面
に
於
い
て
も
、
川
初
以
来
数
百
年
を
經
、
そ
の
川
、
思
想
の
根
底
は
極
め
て
深
坪
で
あ
る
上
に
、
庶
民
は

興
瀝
殖
財
に
非
ず
ん
ば
學
術
濡
巧
諏
略
を
以
っ
て
將
扣
、
王
佐
た
ら
ん
と
す
る
自
川
思
想
の
勃
興
す
る
あ
り
、
列
國
間

の
交
通
か
城
繁
を
加
ふ
る
に
つ
れ
て
将
識
交
換
の
機
禽
も
多
く
、
思
想
界
は
完
全
に
解
放
さ
れ
た
。

之
を
要
す
る
に
、
春
秋
時
代
は
川
の
王
室
は
元
よ
り
、
剛
飛
の
椛
力
表
へ
、
大
黄
族
が
之
に
代
っ
た
蛍
族
統
治
の
世

で
あ
り
、
肺
禽
繭
般
に
亙
る
大
愛
革
の
時
代
で
あ
る
と
共
に
、
列
聞
の
粂
併
併
呑
盛
行
し
て
戦
飢
絶
間
無
く
、
各
国
に

あ
っ
て
も
内
飢
祁
繼
ぎ
、
臣
は
譜
を
試
し
、
子
は
父
を
殺
す
の
飢
仙
で
、
孔
子
を
し
て
騒
目
驚
心
せ
し
め
た
時
期
で
あ

紋
い
て
七
剛
手
瑚
の
職
叫
時
代
と
な
り
、
戦
帆
の
惨
烈
言
語
に
絶
し
、
庶
民
は
日
に
恥
す
棉
役
と
徴
税
の
過
重
に
困

伽
そ
の
極
に
逹
し
、
一
日
も
速
か
に
天
下
の
姿
定
な
ら
ん
こ
と
を
希
ふ
有
様
で
あ
っ
た
。

孔
子
、
孟
子
、
布
子
の
生
活
は
餅
に
此
の
間
に
あ
り
、
そ
の
王
逝
思
想
も
亦
こ
の
飢
仙
を
背
餓
と
し
て
生
れ
出
る
の

で
あ
る
ｃ

つ
9

了－
Jｰ
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「
先
奏
に
於
け
る
王
這
論
の
展
開
」

I
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１

グ

一
、
孔
子
の
徳
治
主
義

王
道
論
は
哩
接
に
孔
子
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
．
仁
政
を
韮
調
と
し
て
ゐ
る
鮎
よ
り
見
て
、
孔
子
の

根
木
思
想
で
あ
る
仁
義
の
説
の
延
挺
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
唯
こ
の
思
想
が
箭
時
の
肺
御
状
態
を
韮
礎
と
し
て
、

如
何
に
就
子
に
よ
っ
て
展
州
さ
れ
た
か
を
見
ん
が
鰯
に
、
一
鵬
孔
子
の
政
治
思
想
を
述
べ
る
必
要
が
あ
る
と
忠
ふ
ｃ

孔
子
は
川
の
露
王
二
十
一
年
（
或
は
前
年
と
も
云
ふ
）
櫛
の
昌
平
郷
に
生
れ
、
敬
王
四
十
一
年
に
卒
し
た
奪
秋
時
代

の
末
期
の
人
で
あ
る
。
稗
は
鴬
時
、
「
川
澱
は
識
く
郷
に
在
り
」
と
云
は
れ
た
程
、
周
の
封
建
制
度
の
形
体
を
雌
も
よ

く
保
有
し
た
剛
で
あ
り
、
然
か
も
孔
子
が
川
に
淋
ん
で
親
し
く
そ
の
制
度
文
物
に
接
し
た
こ
と
は
、
孔
子
の
思
想
に
多

大
の
影
響
を
與
へ
た
も
の
と
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。

孟
子
の
所
謂
「
邪
娩
暴
行
有
し
作
、
厩
試
二
共
荊
一
群
布
し
之
、
子
秋
二
共
父
一
考
称
し
之
：
．
…
」
と
は
孔
子
の
時
代
を
税
明

し
て
要
を
得
た
る
も
の
で
‐
展
に
泰
秋
の
初
期
以
來
、
城
．
秋
奴
逆
の
事
迩
は
縦
川
し
て
窮
ら
ず
、
國
君
と
大
黄
族
の
抗

争
日
に
烈
し
く
、
列
岡
の
對
立
、
治
考
階
級
の
食
搾
は
民
心
を
し
て
益
凌
動
揺
悪
化
せ
し
め
た
が
故
に
、
孔
子
の
開
心

も
自
然
之
等
の
方
面
に
向
け
ら
れ
る
。
而
し
て
周
制
は
尚
ほ
少
く
と
も
秤
、
術
、
鄭
等
の
諸
國
に
行
は
れ
、
他
方
に
依

然
と
し
て
周
宝
の
存
在
し
た
こ
と
は
、
孔
子
を
し
て
文
武
川
公
の
枇
を
億
ひ
、
遡
っ
て
は
尭
舜
の
聖
代
を
鉄
仰
す
る
尚

古
主
義
者
た
ら
し
め
た
。

「
先
奏
に
於
け
る
王
道
論
の
展
側
」

三
、
王
道
論
の
展
開

一
七
四

－



扱
孔
子
の
學
の
根
本
は
仁
で
あ
っ
た
が
、
仁
考
、
聖
者
た
る
こ
と
の
難
き
は
到
底
之
を
望
む
べ
か
ら
ず
、
卑
近
に
し

て
疫
際
修
養
の
目
的
と
し
た
君
子
た
る
こ
と
す
ら
頗
る
困
難
な
も
の
で
あ
っ
て
、
孔
子
自
か
ら
も
「
躬
行
二
君
子
一
則
吾

未
二
之
有
一
し
得
」
（
述
而
筋
）
或
は
「
譜
子
迩
者
三
、
我
無
し
能
焉
」
（
悲
洲
縮
）
と
云
っ
て
ゐ
る
。
然
ら
ば
調
子
と
は

如
何
な
る
人
で
あ
る
か
。
悲
間
補
に
「
飛
子
逝
考
三
、
仁
考
不
し
愛
、
知
者
不
し
惑
裂
男
者
不
し
催
」
と
云
っ
て
智
怖
意
の
三

を
示
し
、
里
仁
箙
に
「
飛
子
無
二
終
食
之
州
逹
一
レ
仁
、
造
次
必
於
レ
処
、
顛
汕
必
於
レ
蛙
」
爲
政
筋
に
「
子
貢
川
二
君
子
一
、
子

日
、
先
行
二
共
言
一
而
後
従
ｙ
之
」
と
て
徳
行
を
説
き
、
更
に
尭
日
筋
に
「
不
し
知
ｙ
命
、
無
一
二
以
爲
二
飛
子
一
也
」
學
而
端
に
は

「
人
不
レ
知
而
不
し
州
、
不
二
亦
料
子
一
乎
」
と
し
て
知
命
の
人
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
る
。
君
子
と
は
之
等
の
徳
を
凹
猟

に
術
へ
た
も
の
で
あ
り
、
君
主
た
る
者
も
亦
と
の
徳
を
典
ふ
く
し
と
の
主
張
よ
り
、
孔
子
の
政
治
槻
か
鏡
は
れ
る
。

孔
子
の
爲
政
の
根
本
は
修
己
治
人
で
あ
り
、
治
人
の
本
は
修
己
に
在
り
、
修
己
の
目
的
は
君
子
た
ら
ん
と
す
る
こ
と

で
あ
る
か
ら
し
て
、
君
主
は
先
づ
そ
の
身
を
正
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
子
路
筋
に
「
其
身
正
、
不
し
命
而
行
、
共
身
不
し

正
，
雌
し
命
不
レ
行
」
と
云
ひ
、
顔
洲
筋
に
も
「
飛
子
之
徳
風
、
小
人
之
徳
革
、
革
術
二
之
風
一
必
胆
」
と
て
、
荊
子
の
徳
の

及
ぶ
所
、
草
の
風
に
服
く
が
如
く
災
必
ず
之
に
從
ふ
の
意
を
述
べ
て
、
君
主
の
修
徳
を
力
説
し
た
。
要
す
る
に
飛
主
は

身
を
治
め
、
そ
の
徳
を
以
っ
て
天
下
岡
家
に
臨
む
べ
し
と
云
ふ
徳
治
主
義
で
あ
る
。
更
に
営
時
の
下
尅
上
の
枇
態
を
愛

ひ
て
、
尊
王
の
大
義
を
明
か
に
し
．
諸
侯
量
族
の
導
械
彰
抑
へ
て
飛
主
の
坤
厳
淀
維
持
し
、
肚
称
の
秩
序
保
全
の
爲
に

大
義
名
分
を
説
き
、
職
樂
が
論
ぜ
ら
れ
た
。
孟
子
腓
文
公
下
に
「
批
変
道
微
、
邪
説
暴
行
有
ｖ
作
（
中
略
）
孔
子
惚
作
二

春
秋
一
・
赤
秋
天
下
之
事
也
。
是
故
孔
子
日
、
『
知
し
我
考
共
惟
非
秋
乎
、
罪
ｙ
我
粁
其
惟
春
秋
乎
」
」
と
あ
る
が
如
く
、
芥
秋

「
先
奏
に
於
け
る
王
遁
論
の
展
開
」
一
七
五

J1



I

「
先
奏
に
於
け
る
王
萢
論
の
展
朋
」
一
七
六

の
群
作
は
全
く
と
の
目
的
に
出
る
も
の
で
あ
る
。
名
分
に
就
い
て
は
「
名
不
γ
正
則
言
不
ｖ
順
、
言
不
順
則
事
不
ソ
成
」

（
子
路
筋
）
と
述
べ
て
あ
る
が
、
孔
子
に
於
い
て
は
若
し
名
分
が
正
さ
る
れ
ぱ
，
徽
時
の
放
球
な
る
君
主
乱
臣
賊
子
は

必
ず
名
を
凧
み
，
義
を
恩
ひ
て
反
省
す
る
所
あ
る
べ
く
、
州
室
に
し
て
其
の
名
分
に
よ
っ
て
最
高
椛
力
を
恢
復
し
得
れ

ば
、
列
風
抗
争
の
柵
は
除
く
に
難
か
ら
ず
。
君
臣
も
亦
各
糞
そ
の
名
分
に
從
っ
て
職
位
を
守
る
な
ら
ば
，
細
て
の
域
秋

季
赤
は
消
滅
し
、
生
民
塗
炭
の
苦
は
救
は
れ
、
天
下
の
安
定
も
容
易
な
こ
と
と
恩
は
れ
た
の
で
あ
る
。

孔
子
の
政
治
観
は
大
体
上
述
の
通
り
で
、
周
制
を
親
し
く
見
聞
し
、
春
秋
の
乱
世
に
直
面
し
て
、
速
く
尭
舜
の
聖
治

に
は
及
ば
ず
と
も
、
文
武
間
公
の
至
治
に
復
る
こ
と
を
希
つ
た
。
そ
の
爲
に
こ
そ
仁
を
説
き
、
大
義
名
分
、
職
樂
を
咄

へ
、
自
か
ら
も
善
く
そ
の
身
を
修
め
て
枇
人
の
蝿
醒
を
促
し
た
が
．
時
己
に
芥
秋
の
末
で
あ
り
、
封
建
心
齊
制
度
、
衝

名
分
は
一
価
の
形
骸
に
過
ぎ
ず
、
内
に
大
蛍
族
の
蛾
厄
あ
り
、
外
に
晋
．
楚
、
秦
の
列
強
の
興
る
あ
り
、
途
に
川
宝
を

再
興
し
、
先
王
の
道
を
再
現
せ
ん
と
す
る
志
は
餅
仙
に
絶
た
れ
、
孟
子
の
王
逝
諭
と
な
っ
て
展
開
し
て
來
ろ
の
で
あ

茨
Ｃ
Ｏ

二
、
孟
子
の
王
道
論

孟
子
は
孔
子
に
後
る
Ａ
こ
と
約
百
餘
年
、
王
道
論
の
創
咀
者
で
あ
る
。
こ
の
時
代
は
所
謂
戦
國
一
の
枇
で
、
弱
小
図
は

弧
大
剛
に
併
呑
さ
れ
て
七
閏
の
對
立
と
な
り
．
各
皇
哩
岬
岡
弧
兵
を
計
り
て
以
っ
て
天
下
に
職
を
咄
へ
る
に
汲
盈
た
る
状

態
で
、
戦
乱
相
繼
ぎ
、
民
衆
は
唯
帝
剛
策
と
争
湖
の
爲
の
一
工
具
と
兇
徴
さ
れ
、
過
亜
な
る
梅
役
賦
税
に
喘
ぎ
て
、
速

か
に
天
下
治
ま
り
て
こ
の
苦
役
よ
り
免
れ
ん
と
し
、
一
方
知
識
祇
向
に
於
い
て
も
、
先
き
に
春
秋
初
期
よ
り
學
問
、
恩

Ｕ
ｑ
Ｉ
ｌ
Ｐ
。
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想
の
自
由
あ
り
，
近
く
は
孔
子
の
先
王
の
道
を
無
場
す
る
あ
り
、
こ
の
状
況
の
下
に
、
孔
子
、
子
思
の
思
想
を
受
け
て

孟
子
の
王
道
論
が
生
れ
て
來
ろ
。

孟
子
は
先
づ
常
時
の
楊
醗
の
思
想
に
反
對
し
て
、
く
「
楊
氏
篤
ソ
我
是
無
ｖ
君
也
。
聖
氏
錠
愛
、
是
無
ｖ
父
也
ｏ
無
ｙ
父
無
γ

君
是
禽
獣
也
。
（
中
略
）
楊
盤
之
道
不
ｖ
息
，
孔
子
之
逝
不
〃
蒋
、
是
邪
説
証
し
民
、
充
二
韮
仁
義
一
也
。
仁
義
充
塞
川
奉
ｖ
戦
食
し

人
、
人
鰯
二
相
食
｝
ｏ
吾
鰯
ｖ
此
僻
閖
二
先
聖
之
道
一
、
蠅
二
楊
墨
｝
、
放
二
流
僻
一
、
邪
説
者
不
し
得
し
作
。
作
二
於
共
心
一
、
審
二
於
共

事
一
，
作
二
於
其
事
一
、
審
二
於
其
政
一
、
聖
人
復
起
、
不
し
易
二
苦
言
一
英
。
（
中
略
）
我
亦
欲
下
正
二
人
心
一
息
二
邪
説
一
距
二
誠
行
一
放

二
灌
緋
一
以
承
曲
．
三
聖
者
上
、
予
髭
好
ソ
涛
哉
、
予
不
レ
得
し
己
也
ｏ
能
言
距
二
楊
墨
一
者
、
聖
人
之
徒
也
」
（
滕
文
公
章
句
下
）
と
。

而
し
て
「
人
人
親
二
共
親
一
、
長
二
共
長
一
而
天
下
卒
」
（
離
典
章
句
上
）
と
説
い
て
、
父
子
に
親
布
り
、
飛
臣
に
義
有

る
こ
と
を
明
か
に
し
、
大
義
語
丈
を
立
て
Ｌ
肺
禽
の
秩
序
の
川
復
老
計
っ
た
。
故
に
孟
子
に
於
け
る
義
は
稚
に
仁
と
並

稲
さ
れ
、
徳
の
妓
高
の
も
の
と
さ
れ
て
ゐ
る
。

更
に
天
下
剛
家
に
對
し
て
は
．
如
何
に
す
れ
ば
天
下
を
混
一
し
て
王
た
り
得
る
か
を
説
い
た
。
之
即
ち
孟
子
の
王
道

論
で
、
そ
れ
は
王
と
な
る
べ
き
逝
で
あ
っ
て
、
こ
上
に
孔
子
の
思
想
が
典
に
従
枇
称
に
川
し
て
展
州
さ
れ
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
孔
子
の
時
代
に
は
、
川
室
は
変
へ
た
り
と
雌
も
依
然
と
し
て
諾
侯
の
上
に
在
り
、
齊
の
桓
公
、
秤
の
文
公
は

尊
王
嬢
爽
轄
唱
へ
、
孔
子
は
周
宝
の
復
起
と
文
武
の
川
に
微
ふ
を
那
想
と
し
た
程
で
あ
っ
た
が
、
戦
悶
と
な
っ
て
は
矧

室
は
有
名
無
疫
，
そ
の
復
興
も
到
底
噛
ま
れ
ぬ
有
傑
で
あ
っ
た
鰯
に
、
孟
子
は
飛
主
に
し
て
天
下
を
統
一
し
て
王
と
な

る
こ
と
を
肯
定
し
、
仁
政
を
行
ふ
と
と
に
よ
っ
て
統
一
の
Ⅱ
的
が
途
げ
ら
れ
、
批
剛
も
此
の
刑
期
も
救
ひ
得
く
し
と
説

「
先
奏
に
於
け
る
干
壷
猫
の
展
開
」
・
一
七
七

１
１

」

’



P

「
先
奏
に
於
け
る
王
道
蒲
の
展
開
」
一
七
八

い
た
。
即
ち
武
力
を
手
段
と
す
る
珊
道
を
排
し
て
、
仁
政
に
よ
る
王
逝
を
難
ぴ
、
飛
主
の
修
己
治
人
が
主
張
さ
れ
る
。

孟
子
に
よ
れ
ば
、
飛
主
の
爾
弧
策
と
征
戦
は
雌
を
苦
し
め
、
絲
励
此
心
の
離
反
を
招
く
に
反
し
て
、
若
し
も
荊
主
に
し

て
仁
政
か
一
行
ふ
考
あ
ら
ぱ
、
天
下
の
災
は
難
け
て
之
に
肺
服
し
、
兵
樅
に
よ
ら
す
と
も
天
下
に
王
た
り
得
る
と
す
る
も

の
で
、
之
に
就
い
て
は
離
典
牽
州
上
に
「
桀
剥
之
失
二
天
下
』
也
、
失
二
共
雌
一
也
。
失
二
共
災
一
考
、
失
二
共
心
一
也
。
得
二
天
下

一
有
γ
通
、
得
二
共
民
一
斯
得
二
天
下
『
天
。
得
二
共
氏
一
打
γ
通
‘
得
二
共
心
一
斯
得
二
共
雌
一
夫
ｏ
緋
一
一
共
心
一
有
し
道
、
川
ｖ
欲
與
γ
之
聚
ｙ

之
、
所
し
悪
勿
ｙ
加
爾
也
、
此
之
肺
Ｌ
仁
也
、
猫
二
水
之
就
レ
下
、
欺
之
走
一
レ
抽
也
」
と
あ
り
、
之
を
常
時
の
欣
態
に
見
れ
ば
、

仁
討
一
人
の
出
現
に
よ
っ
て
天
下
の
民
は
皆
之
に
蹄
し
、
爲
に
他
の
飛
主
の
地
位
は
失
は
れ
、
從
っ
て
列
剛
の
對
争
も

消
滅
し
て
天
下
は
安
定
す
る
と
云
ふ
論
で
あ
る
。
乍
併
、
之
は
孟
子
の
抑
恕
に
外
な
ら
ぬ
。
何
と
な
れ
ば
、
こ
の
論
は

節
一
に
仁
政
を
行
ふ
霧
主
の
下
に
は
、
天
下
の
民
が
総
て
肺
脇
す
る
と
い
ふ
と
と
、
第
二
に
仁
君
は
唯
一
人
に
限
ら
れ

他
は
皆
暴
虐
の
霧
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
王
逝
疵
現
の
不
可
能
な
る
こ
と
自
か
ら
明
白
で
あ

る
。
更
に
孟
子
が
大
義
名
分
を
垂
ん
じ
、
武
力
を
排
斥
す
る
鮎
よ
り
見
て
‘
湯
武
の
放
伐
を
如
何
に
解
繩
す
る
か
。
齊

の
立
公
に
對
へ
て
曰
く
、
「
賊
』
仁
者
謂
二
之
賊
一
、
賊
ｖ
義
者
訓
二
之
礎
一
、
礎
賊
之
人
、
訓
二
之
一
夫
｝
・
剛
し
謙
二
一
人
細
一
灸
、

未
し
聞
レ
秋
γ
飛
也
」
（
梁
悪
王
章
句
下
）
と
。
桀
討
は
既
に
徳
を
失
ひ
、
天
命
に
奴
を
、
飛
王
に
非
ず
し
て
唯
一
夫
に

過
ぎ
ず
。
君
を
試
し
た
も
の
で
な
い
と
老
へ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
武
力
を
川
ふ
ろ
を
承
認
し
た
こ
と
に
、
孟
子
の
王
道
論

の
不
完
全
さ
が
あ
る
。

要
す
る
に
戦
國
の
七
雄
は
攻
伐
に
専
念
し
、
蘇
案
、
張
俵
等
祁
次
い
で
合
縦
連
衡
に
務
め
た
飢
世
で
、
迂
遠
な
る
王

’

’



一

非
難
す
べ
き
も
の
で
な
い
こ
と
を
認
め
て
ゐ
る
も
の
で
あ
り
、
王
道
、
珊
道
、
弼
道
を
示
し
て
、
湖
の
下
に
虹
に
砿
を

お
い
た
。
概
迩
と
は
常
事
の
列
剛
の
飛
主
を
指
し
た
も
の
で
あ
ら
う
が
、
湖
道
は
天
下
混
一
の
急
務
で
あ
る
こ
と
か
ら

認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
王
道
に
及
ば
ぬ
と
と
無
論
で
あ
る
。

扱
、
荷
子
の
説
く
職
で
あ
る
が
、
泌
諭
締
に
「
澱
考
人
逝
之
械
也
」
と
云
ひ
、
そ
の
起
源
に
就
い
て
同
端
に
「
漉
起

「
先
奏
に
於
け
る
王
通
論
の
展
開
」
一
七
九

道
論
が
価
に
容
れ
ら
れ
ぬ
は
衡
然
の
こ
と
で
あ
る
し
、
王
道
論
そ
の
も
の
が
空
想
的
で
あ
り
、
君
主
自
身
の
修
己
の
必

要
の
み
が
説
か
れ
、
如
何
に
し
て
仁
政
を
施
し
得
ら
る
Ｌ
か
営
餘
り
考
慮
さ
れ
ぬ
黙
に
、
そ
の
欠
陥
が
あ
る
。

色
が
あ
る
。

布
子
の
時
代
は
戦
剛
の
末
期
で
、
天
下
愈
掩
混
濁
し
て
亡
閏
飢
飛
相
繼
ぎ
、
戦
闘
大
手
剛
の
機
は
益
堂
切
迫
し
て
將

に
天
下
統
一
の
機
迩
に
向
は
ん
と
す
る
時
で
あ
っ
た
が
故
に
、
そ
の
王
逝
諭
も
亦
、
之
に
關
聯
し
て
天
下
混
一
の
こ
と

が
強
張
さ
れ
て
ゐ
る
。
菊
子
の
王
道
論
に
は
、
仁
義
と
戒
が
天
下
に
行
は
る
上
こ
と
、
或
は
澱
を
修
め
る
こ
と
、
又
は

民
衆
教
化
が
老
へ
ら
れ
、
殊
に
澱
を
重
ん
じ
て
職
制
の
川
復
に
よ
っ
て
天
下
統
一
の
可
能
が
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
仁
義

を
根
本
と
し
た
こ
と
は
勿
論
、
孔
孟
に
曲
來
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
砿
を
強
調
し
、
城
を
加
へ
た
と
こ
ろ
に
布
子
の
特

孟
子
に
よ
っ
て
對
立
帆
さ
れ
た
王
と
糊
に
就
い
て
は
、
畔
に
職
を
排
し
な
が
ら
も
、
之
を
荊
主
の
道
の
階
級
と
見
て

ゐ
る
。
王
珊
捕
に
「
義
立
而
王
、
信
立
而
澗
、
樅
謀
立
而
亡
」
と
あ
る
が
、
信
に
し
て
湖
た
り
得
る
な
ら
ば
、
洲
が
放
て

三
、
茄
子
の
王
道
論

｜
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「
先
奏
に
於
け
る
王
道
論
の
展
開
」
一
八
○

二
於
何
一
也
、
日
人
生
而
布
レ
欲
，
欲
而
乍
レ
柵
、
則
不
γ
能
し
雌
し
狼
、
求
而
無
二
鹿
北
分
界
一
，
則
不
ｖ
能
ｖ
不
ｙ
手
、
争
川
剛
、
乱
則

窮
先
王
悪
二
共
飢
一
也
、
故
制
二
繩
義
一
以
分
ｙ
之
、
以
養
二
人
之
欲
一
給
二
人
之
求
一
、
使
ド
欲
必
不
し
窮
二
乎
物
一
、
物
必
不
上
し
屈
二
於

欲
一
、
叩
粁
州
待
而
握
、
延
繩
之
所
レ
起
也
」
と
説
く
。
人
に
は
各
糞
分
限
あ
り
、
之
を
守
る
こ
と
が
棚
で
あ
り
、
之
に
よ

っ
て
献
禽
秩
序
が
維
持
さ
れ
、
從
っ
て
争
乱
も
起
ら
ぬ
。
先
王
の
治
は
正
に
こ
の
澱
が
よ
く
行
は
れ
た
爲
で
あ
り
、
俄

価
の
無
秩
序
な
る
飢
壯
は
此
の
先
王
の
澱
か
暖
れ
た
こ
と
に
曲
る
が
故
に
、
天
下
を
定
め
ん
と
欲
せ
ば
，
先
づ
先
王
の

澱
を
復
活
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
之
が
即
ち
王
逝
で
あ
り
、
天
下
に
王
た
ら
ん
と
す
る
飛
主
は
職
を
修
め
る
こ
と

が
其
の
任
務
で
あ
る
、
と
云
ふ
の
が
布
子
の
澱
論
の
大
要
で
あ
る
。

人
共
群
居
し
て
利
己
的
怖
欲
の
ま
ｌ
に
從
へ
ぱ
、
瓦
に
黍
ひ
て
剛
れ
ざ
る
を
得
ぬ
。
そ
れ
故
に
争
乱
を
定
め
ん
と
欲

せ
ぱ
、
各
袋
そ
の
分
を
知
ら
し
め
、
之
を
守
ら
し
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
南
剛
端
に
「
人
之
生
不
雲
能
し
無
ｖ
群
、
群

而
無
し
分
川
手
、
季
則
飢
、
飢
川
窮
交
ｏ
」
王
制
筋
に
「
人
何
以
能
群
、
日
分
、
分
何
以
能
行
，
日
以
Ｌ
義
（
中
略
）
不
し
可
三
少

頃
舎
二
澱
義
一
之
訓
也
」
と
云
ひ
、
分
を
守
ら
し
む
る
も
の
は
職
義
で
あ
り
、
分
を
明
か
に
す
る
に
は
名
を
正
す
こ
と
が

必
要
で
、
名
を
飢
す
こ
と
は
肺
御
の
秩
序
を
失
ひ
。
思
想
を
混
乱
せ
し
む
る
華
で
あ
る
と
し
て
、
戦
闘
の
思
想
の
悪
化

を
慨
し
て
曰
く
、
「
今
聖
王
淡
、
名
守
慢
、
奇
僻
起
、
名
従
飢
、
是
非
之
形
不
明
、
川
雌
二
守
法
之
吏
、
緬
歎
之
僻
一
亦
呰
乱
」

（
正
名
鯆
）
と
。
而
し
て
名
を
正
す
に
は
剛
家
の
椛
刀
を
以
っ
て
す
べ
き
こ
と
が
云
は
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
の
椛
力
の
發

動
は
即
ち
布
子
の
刑
で
あ
り
．
刑
は
磁
義
の
制
裁
と
し
て
行
は
る
Ｌ
も
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
明
分
正
名
は
澱
を
正

す
所
以
の
も
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
刑
が
重
要
観
さ
れ
、
性
悪
端
に
「
古
聖
人
以
二
人
之
性
悪
一
、
以
爲
偏
瞼
而
不
し
正
、

■■■■■■■■■■
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惇
飢
而
不
レ
治
，
故
爲
γ
之
立
二
荊
上
之
勢
血
脈
し
之
、
明
二
職
義
一
以
化
し
之
、
起
二
法
正
以
治
似
之
、
亜
二
刑
罰
一
以
禁
膨
之
、
使

下
天
下
皆
出
於
治
合
獅
●
於
善
上
也
。
是
聖
王
之
治
、
而
漉
義
之
化
也
ｏ
今
當
試
去
二
飛
上
之
勢
一
、
無
一
一
澱
義
之
化
一
、
去
二
法
正
之

治
一
、
無
二
刑
荊
之
禁
二
、
怖
而
柵
二
天
下
民
人
之
机
與
一
也
、
若
し
処
則
夫
州
粁
審
レ
弱
而
奪
ｖ
之
、
衆
者
黎
ｖ
寡
而
雛
ｙ
之
、
天
．

下
之
惇
凱
而
机
亡
、
不
ソ
荷
し
唖
交
」
と
云
っ
て
、
孔
子
が
徳
治
主
義
を
咄
へ
て
刑
を
鯉
の
從
と
し
た
ろ
に
對
し
て
，
荷
子

は
腿
と
刑
と
は
互
に
祁
輔
く
る
も
の
と
見
た
。
之
は
や
が
て
布
子
の
性
悪
説
を
承
け
た
韓
非
の
法
治
至
上
主
義
へ
移
る

一
因
と
も
な
る
べ
き
も
の
と
老
へ
ら
れ
る
が
、
刑
を
以
っ
て
政
治
の
極
致
と
せ
ぬ
靴
に
於
い
て
之
と
異
る
。

要
す
る
に
仁
義
の
政
治
、
澱
の
制
定
が
布
子
の
王
通
論
の
根
本
と
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
罐
を
制
定
し
て
天
下
に
行
は

し
む
る
こ
と
も
、
王
者
の
地
位
に
居
り
、
王
考
の
椛
力
を
以
っ
て
し
て
こ
そ
初
め
て
可
能
で
あ
る
。
故
に
こ
の
概
論
が

戦
國
季
戦
の
時
代
に
適
合
せ
ず
、
然
か
も
稀
時
の
雌
も
切
迫
せ
ろ
天
下
統
一
、
王
者
の
川
現
の
欲
求
に
對
し
て
も
關
與

す
る
所
極
め
て
少
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
王
逝
論
に
礎
現
惟
の
紙
い
こ
と
を
推
測
す
る
に
難
く
な
い
。
之
は
、
後
述
す

る
こ
と
で
も
あ
る
が
、
横
時
の
知
識
階
級
か
全
く
椛
刀
群
階
級
に
隷
脇
し
て
ゐ
た
が
故
に
、
そ
の
記
述
す
る
政
治
論
は

細
て
君
主
の
爲
で
あ
り
、
被
治
群
階
級
を
極
度
に
純
脱
し
て
、
飛
主
の
椛
力
を
絶
對
的
の
も
の
と
見
、
民
は
そ
の
命
の

ま
上
に
從
ふ
と
老
へ
る
支
那
の
知
識
階
級
に
通
有
な
る
思
想
に
川
來
す
る
。
か
く
し
て
先
案
儒
家
の
王
逝
諭
は
、
布
子

を
簸
後
と
し
て
、
法
家
の
法
治
論
に
推
移
す
る
。

「
先
奏
に
於
け
る
王
通
論
の
展
鮒
」

一

八
一

’
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一

園
の
仙
に
適
合
性
の
無
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
、
唯
思
剋
と
し
て
の
み
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

次
に
支
那
の
政
治
は
君
主
と
蛇
と
が
全
く
對
立
の
關
係
に
お
か
れ
、
事
擬
上
、
利
等
相
反
す
る
地
位
に
在
る
も
の
で

あ
る
。
民
衆
は
細
て
利
に
就
き
、
鉾
に
背
く
が
故
に
、
虐
政
と
は
彼
等
の
生
活
を
霧
す
る
こ
と
で
あ
り
、
仁
政
と
は
成

る
べ
く
利
を
與
へ
て
安
住
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
〉
然
し
雌
衆
の
利
の
み
を
計
っ
て
は
君
主
自
体
の
利
益
と
椛
勢
と
を

維
持
す
る
こ
と
が
川
来
ぬ
。
そ
こ
で
仁
飛
と
は
自
己
の
地
位
を
十
分
に
保
持
し
い
上
、
然
も
川
來
得
る
限
り
の
利
を
民

に
與
へ
て
、
そ
の
生
活
を
安
岡
な
ら
し
む
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
．
利
を
求
め
る
こ
と
を
排
斥
し
た
僻
家
殊
に
孟
子

が
、
民
の
去
就
は
全
く
利
褥
に
よ
る
こ
と
ぞ
認
め
た
こ
と
に
な
る
が
、
之
は
僻
家
が
利
に
就
く
者
を
小
人
と
稲
し
、
民

衆
を
秘
秘
し
て
禽
獣
に
も
等
し
き
も
の
と
し
、
眞
の
人
と
は
士
大
夫
以
上
の
群
で
あ
り
、
之
を
對
象
と
し
て
そ
の
逝
徳

が
説
か
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
、
民
は
全
然
無
力
に
し
て
、
飛
主
に
依
存
す
る
こ
と
無
く
し
て
は

生
活
し
得
ざ
る
も
の
と
老
へ
ら
れ
、
飛
主
は
雌
に
對
し
て
逝
徳
的
武
任
を
布
す
る
が
、
民
は
調
主
に
對
し
て
何
等
逝
徳

上
麦
任
無
く
、
唯
利
拝
に
從
っ
て
向
背
す
る
の
向
山
が
典
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
仁
政
の
下
に
は
民
必
ず
肺
服
す
る
と
説
い

た
こ
と
も
亦
一
つ
は
此
の
利
祥
開
係
を
韮
礎
と
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。

更
に
王
道
論
は
徳
治
主
義
を
根
本
と
す
る
が
故
に
、
飛
主
の
逝
徳
、
徳
化
の
こ
と
が
弧
訓
さ
れ
て
ゐ
る
が
徳
化
と
い

「
先
奏
に
於
け
る
王
謹
諭
の
展
開
」
一
八
三
．

來
る
。
然
も
こ
の
師
服
離
反
の
關
係
は
、
第
一
に
剛
災
と
し
て
の
結
合
体
が
形
成
さ
れ
ず
、
剛
家
と
し
て
確
然
た
る
存

在
の
無
か
っ
た
支
那
古
代
の
族
長
時
代
の
政
治
形
態
に
凶
る
も
の
で
あ
り
、
鋪
二
に
肥
沃
の
地
を
追
ふ
て
移
住
し
、
或

は
水
早
の
耐
を
避
け
て
卿
堂
し
た
支
那
災
族
の
、
放
浪
的
生
活
の
体
統
よ
り
来
た
も
の
と
も
恩
は
れ
る
が
、
結
局
、
戦

I

｜
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艇
後
に
、
孟
子
の
王
逝
諭
に
於
い
て
、
こ
の
論
が
湯
武
の
放
伐
と
全
然
机
容
れ
ぬ
こ
と
を
述
べ
た
が
、
之
は
敬
天
思

想
か
ら
發
展
し
た
天
命
論
に
よ
っ
て
解
樺
さ
れ
て
ゐ
る
。
天
を
道
徳
的
律
法
の
執
行
者
で
あ
る
と
し
、
天
子
は
天
に
代

っ
て
仁
政
を
行
ふ
べ
き
で
あ
る
と
云
ふ
事
山
か
ら
、
桀
紺
の
暴
政
は
天
命
に
迷
背
し
、
天
命
を
失
へ
る
も
の
で
あ
り
、

湯
武
の
放
伐
が
天
下
の
虐
政
を
除
い
て
民
を
安
き
に
お
い
た
こ
と
は
、
當
に
天
命
に
協
へ
る
も
の
と
解
し
て
ゐ
る
が
、

之
は
戦
岡
の
洗
状
に
即
し
て
、
王
粁
の
川
現
諾
柴
ん
だ
が
爲
で
も
あ
り
、
瀦
主
に
は
絶
對
的
に
道
徳
上
の
黄
任
が
あ
り

そ
の
興
亡
は
全
く
君
徳
の
如
何
に
左
右
さ
れ
る
と
し
て
、
君
主
の
修
徳
を
力
説
す
る
の
餘
り
、
武
力
に
よ
る
放
伐
が
敢

て
深
く
間
は
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

以
上
に
よ
っ
て
王
道
論
の
大
体
を
研
討
し
た
の
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
王
道
論
は
帝
王
の
學
で
あ
り
、
儒
家
は
飛
王

の
輔
佐
を
以
っ
て
自
か
ら
任
じ
、
只
管
飛
王
の
徳
義
の
み
を
主
張
す
る
が
爲
に
、
上
述
の
如
く
空
想
的
な
も
の
に
柊
始

し
、
案
の
武
力
に
よ
る
天
下
統
一
と
云
ふ
反
對
の
事
象
が
、
如
庇
に
現
は
れ
る
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
、
春
秋
職
阿
の
仙
を
定
め
る
爲
に
は
、
王
道
を
以
っ
て
す
る
も
不
可
能
で
あ
り
、
老
莊
の
無
爲
惜
淡
を

以
っ
て
し
て
も
適
切
で
な
く
、
法
家
の
説
が
事
狂
上
、
功
紘
を
牧
め
て
ゐ
る
。
こ
の
先
駆
を
露
し
た
着
は
符
仲
で
あ
り

ろ
0

「
先
葵
に
於
け
る
王
道
流
の
展
鮒
」
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ふ
こ
と
は
直
接
的
に
行
は
れ
る
も
の
で
あ
り
、
術
時
の
支
那
の
政
治
形
態
が
、
王
は
諸
侯
の
上
に
位
し
、
直
接
に
民
と

の
關
係
が
無
か
っ
た
涯
際
の
欣
態
か
ら
兇
て
‐
荊
主
の
徳
が
直
ち
に
雌
に
及
ぶ
と
す
る
徳
治
論
に
は
可
成
り
無
迎
が
あ

る
が
、
之
は
支
那
の
肺
命
細
縦
の
根
源
を
な
す
家
族
制
度
を
延
長
し
て
、
灰
く
天
下
に
及
ぼ
し
た
も
の
と
老
へ
ら
れ

1
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彼
が
「
倉
旗
滿
而
知
二
耀
節
一
、
衣
食
足
而
知
二
榮
辱
一
」
と
云
っ
た
の
は
肘
知
の
こ
と
で
あ
る
。
其
他
、
雑
に
巾
不
審
、

案
に
商
戦
あ
り
、
残
に
案
は
孝
公
の
時
に
、
商
概
の
農
本
主
義
，
信
蛍
必
諦
主
義
に
よ
っ
て
雷
阿
蝿
兵
の
淀
を
畢
け
、

こ
の
基
礎
に
擦
っ
て
始
皇
帝
の
天
下
統
一
が
成
就
し
た
が
、
始
皇
帝
は
か
ね
て
韓
非
を
崇
拝
し
、
「
寡
人
得
下
見
二
此
人

一
與
ｖ
之
淋
上
死
不
レ
恨
突
。
」
と
云
ひ
、
韓
を
攻
め
て
韓
非
を
引
見
し
た
こ
と
か
ら
老
へ
て
、
法
家
の
大
成
考
韓
非
の
影

響
も
亦
大
な
る
も
の
が
有
っ
た
と
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。

秦
の
天
下
統
一
は
事
疫
上
，
王
通
論
の
失
敗
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
帝
王
の
學
で
あ
る
鮎
に
於
い
て
、

漢
代
に
至
っ
て
椰
興
さ
れ
た
。
そ
れ
は
既
に
天
下
が
統
一
さ
れ
、
王
室
が
存
在
す
る
以
上
、
孟
子
の
如
何
に
し
て
天
下

に
王
た
る
か
の
王
道
論
は
問
題
で
な
く
、
王
位
の
確
保
維
持
の
必
要
か
ら
、
澱
を
定
め
て
秩
序
を
正
し
、
民
の
教
化
を

説
く
称
子
の
王
道
論
が
役
に
立
っ
て
來
ろ
の
で
あ
っ
て
、
事
従
上
、
催
職
の
制
定
に
よ
っ
て
王
室
の
愈
雌
が
保
た
れ
た

の
で
あ
る
。
然
も
淡
代
の
王
逝
諭
に
は
陰
陽
説
が
混
入
し
、
陰
陽
の
調
和
は
飛
徳
の
如
何
に
あ
る
と
ま
で
説
か
れ
て
、

民
衆
の
生
活
が
重
要
脱
さ
れ
て
來
る
。

漢
以
後
は
王
位
を
保
持
し
、
王
室
の
愈
雌
を
示
し
、
位
階
、
服
制
、
秩
序
を
保
つ
上
に
王
道
の
意
義
が
存
し
、
王
朝

の
吏
迭
毎
に
、
尭
舜
岡
の
祁
誰
に
微
ふ
形
式
祁
誕
（
率
従
は
弧
辿
耐
誰
で
あ
る
が
）
の
上
に
於
い
て
先
王
の
逆
の
繼
承

が
見
出
さ
れ
る
。

「
先
奏
に
於
け
る
王
道
論
の
展
附
」

一
八
五
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「
先
奏
に
於
け
る
王
遁
流
の
展
開
」

－－

八
空今

ノ、




